
令和２年度 第９回高田区地域協議会 

次 第 
 

日時：令和２年１１月１６日（月） 

午後６時３０分～ 

会場：福祉交流プラザ 第１会議室 

 

１ 開会 

 

 

２ 議題等の確認 

 

 

３ 報告 

（１）諮問第５９号（（仮称）旧今井染物屋）、諮問第６０号（旧師団長官舎）の答申 

について 

 

（２）諮問第５９号（（仮称）旧今井染物屋）、諮問第６０号（旧師団長官舎）の答申 

に対する回答について 

 

（３）高田地区町内会長協議会三役と高田区地域協議会正副会長との意見交換について 

 

 

４ 議題 

（１）自主的審議事項に関する協議について 

 

（２）令和２年度地域協議会の活動計画について 

 

 

 ５ 事務連絡 

 

 

６ 閉会 

■今後の予定 

１１月３０日（月）研修会（福祉交流プラザ） 

１２月２１日（月）地域協議会（福祉交流プラザ） 

１月１８日（月）地域協議会（福祉交流プラザ） 

 



 

令和２年１０月２１日 

 

 （宛先）上越市長 

 

 

高田区地域協議会 

会長 本 城 文 夫 

 

 

（仮称）旧今井染物屋の管理の在り方について（答申） 

 

令和２年９月７日付け上文振第３２３０８号で諮問のあった、諮問第５９号 （仮称）旧

今井染物屋の管理の在り方について、下記のとおり答申します。 

 

記 

 

当該施設の開館時間、休館日の設定について、支障ありと判断します。 

 

（理由） 

○市は当該施設について、高田小町周辺エリアの魅力向上を図り、街なかへの誘客と回

遊を促し、賑わいの創出を図ることを事業目的としています。その視点から考えると、

周辺の施設（町家交流館高田小町、ミュゼ雪小町など）が午前９時開館であることも

踏まえ、例えば、朝市に来た地域住民や観光客からも寄ってもらえるような開館時間

にするなど、休館日も含め、状況に応じて柔軟な対応がとれるよう再検討をお願いし

ます。 
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令和２年１０月２１日 

 

 （宛先）上越市長 

 

 

高田区地域協議会 

会長 本 城 文 夫 

 

 

 

 

旧師団長官舎の管理の在り方について（答申） 

 

令和２年９月７日付け上文振第３２３０９号で諮問のあった、諮問第６０号 旧師団長官

舎の管理の在り方について、下記のとおり意見を付して答申します。 

 

記 

 

当該施設の公開時間、休館日の設定について、支障なしと判断します。 

（附帯意見） 

○施設の利活用事業者がレストランを営業する中であっても、公開時間内に訪れた見学

者（市民及び観光客）に対し、丁寧な案内・誘導がなされるようにしてください。 

○市が進める街なかへの誘客と回遊の促進、賑わいの創出を図る観点から、観桜会や観

蓮会、本町商店街のイベントなど、状況に応じて公開時間や休館日を柔軟に対応する

よう要望します。 

 

写 
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令和２年度高田区地域協議会の自主的審議事項について 

（第８回高田区地域協議会で決定） 

 

 

自主的審議事項① 

（タイトル） 

  稲田橋付近の河川敷の土砂の撤去について 

（提案者） 

杉本委員 

（概 要） 

令和元年の台風１９号による関川の増水により、稲田橋付近の河川敷に土砂が

残置されている。土砂をそのままにしておくと、水害による被害を大きくする可

能性があるため、関係機関による土砂の撤去が早期に行われるよう、地域協議会

としての意見を取りまとめることを審議する。 

 

 

 

自主的審議事項②  

（タイトル） 

高田区における「内水ハザードマップ」作成及び住民への周知について 

（提案者） 

杉本委員 

 （概 要） 

令和元年１０月に国土交通省から自治体に対し、浸水想定区域を示した内水ハ

ザードマップの作成を進めるよう通知された。昨年の台風１９号、今年の豪雨等

によって内水氾濫が発生していることから、高田区における内水ハザードマップ

の作成及び住民への周知について、地域協議会としての意見を取りまとめること

を審議する。 
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（案） 

 

 

令和２年度高田区地域協議会委員視察研修について 

 

 

１ 目的    「稲田橋付近の河川敷の土砂撤去」及び「高田区における内水ハザ

ードマップ作成及び住民への周知」に関する自主的審議を行うこと

から、現状を把握し審議に生かすため、稲田橋付近の河川敷、関川

への雨水排水施設等を視察する。 

 

 

２ 視察箇所  稲田橋付近河川敷～水戸の川排水機場～本城町排水区雨水整備工事

現場 

 

 

３ 施設管理者 国土交通省高田河川国道事務所（水戸の川排水機場） 

上越市（河川海岸砂防課、下水道建設課） 

 

 

４ 開催日時  令和２年１１月２６日（木） 

 

 

５ 視察行程   １３：３０ 高田公園第６駐車場集合 

出発（マイクロバスで移動） 

１３：４０ 稲田橋付近河川敷 

１４：００ 水戸の川排水機場（高田河川国道事務所） 

（～１４：３０） 

１４：３５ 本城町排水区雨水整備工事現場（下水道建設課） 

（～１５：０５）          

１５：１５ 高田公園第６駐車場解散 
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